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ダイジェスト版 

 

 

 

 

 

 

 

 

柔道整復師の日常業務である施術録記載
．．．．．

の方法を再確認して頂くセミナーです。 

内容は「～問診から考える施術録（カルテ）と支給申請書（レセプト）～」と 

題し、保険情勢が厳しくなる中、患者さんから何を聞きだし、何をどう説明し、 

いかにして医学的な記録を施術録に残すかなどを、従来の講義形式ではなく、 

参加して頂いた先生方全員に手を動かしていただき、頭を使って考えていこうと 

いうセミナーです。 

※参加していただいた先生とのディスカッションの時間もあります。 

 

 

 

☆参加を希望される方は、下記事項を明記の上、FAX もしくはメールにて 

お申し込みください。 

① 氏 名（会員の方は『支部名』『会員番号』も記載ください。） 

② ご連絡先 

≪お申し込み先≫ 

FAX：（０６）６４４４－４１６６ Mail：ojta@osaka₋ jyusei.or. jp 

保険部＆学術部コラボレーション企画 

 

 

 

～先生の施術録は大丈夫ですか？その施術録が申請書の根拠ですよ！～ 

大阪柔整だより 

日 時： 平成２６年８月２３日（土） １６時００分～（９０分程度） 

場 所： 大阪府柔道整復師会館 ５階大ホール 

定 員： ５０名（定員になり次第締め切り・先着順） 
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＊｢摂津市医療費助成制度変更 ・廃止」について＊ 

 

 

 廃 止 ･･･摂津市老人医療費助成制度【保険者番号４１２７０２５７】 

平成２６年７月３１日をもって廃止となります。つきましては、平成２６年８月施術分 

以降のレセプトは返戻となりますので、ご注意ください。 

 

 変更（縮小）･･･摂津市老人医療（一部負担金相当額等一部助成） 

【保険者番号８７２７０２５２】 

平成２６年７月３１日をもって摂津市単独事業分が廃止となります。 

 
※摂津市単独事業分について 

  対象者・身体障害者手帳３級と４級の一部を所持し所得制限を満たすもの 

     ・被爆者健康手帳を所持し所得制限を満たすもの 

  

平成２６年 8 月 1 日以降は大阪府老人医療（一部負担金相当額一部助成）制度に準拠 

 

 変更（拡充）･･･乳幼児等医療費助成制度【保険者番号８６２７０２５３】 

平成２６年９月施術分より「子ども医療費助成制度」に変わります。従来の制度は 

そのままで、通院医療費の助成対象年齢が１２歳（小学校修了）まで拡充されます。 
 

＜変更前＞          ＜平成２６年９月から＞ 

通院医療費 ０歳～６歳（小学校就学前まで）→０歳～１２歳（小学校修了まで） 

入院医療費 ０歳～１５歳（中学校修了まで） 
 

※所得制限あり→小学生の通院医療費助成は、被保険者の所得が限度額を超える 

場合助成の対象にはなりません。 

所得制限限度額表 

所得税法上の扶養親族 所得制限限度額 

0 人 ５３２万円 

１人 ５７０万円 

２人 ６０８万円 

３人 ６４６万円 

４人以上 一人増えるごとに３８万円加算 
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保険者変更通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者や一人親家庭の方々に対し実施している福祉医療費助成制度は、府・市町村の 

地方単独事業であります。福祉医療費助成制度の資格を有する患者さんの負担については、 

上記に示すイメージとなっております。 

  また患者さんが国の公費負担制度等の資格をお持ちの場合は、この公費負担制度等を優先 

することとなっておりますので、お間違いのない様にお願いします。 

変  更  前 内  容 変  更  後 変  更  日 

東洋アルミニウム健康保険組合 

柏原支部 

０６２７０１０２ 

廃止 
新日鐵住金健康保険組合 

０６１３３１０２ 
Ｈ２６年４月１日 

近畿化粧品健康保険組合 

０６２７３１４８ 

クラブコスメチックス健康保険組合 

０６２７０２２７ 

合併 
近畿化粧品健康保険組合 

０６２７３１４８ 
Ｈ２６年４月１日 

厚生労働省第二共済組合 

九州ブロック事務所支部 

３１４００３４４ 

名称変更 

厚生労働省第二共済組合 

九州グループ支部 

３１４００３４４ 
H２６年４月１日 

厚生労働省第二共済組合 

東海北陸ブロック事務所支部 

３１２３０２３８ 

名称変更 

厚生労働省第二共済組合 

東海北陸グループ支部 

３１２３０２３８ 
Ｈ２６年４月１日 

メットライフアリコ健康保険組合 

０６１３９５５４ 
名称変更 

メットライフ健康保険組合 

０６１３９５５４ 
Ｈ２６年７月１日 


